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１．趣旨 

 

星田駅北地区は、ＪＲ片町線星田駅の北、交野市と寝屋川市の境界部に位置する

約 28haの市街化調整区域です。一帯は古来和歌にも詠まれた景勝の地で、かつて

はのどかな田園地帯でしたが、近年、徐々に建物の立地や農地の転用が進み、特に

平成２２年には第二京阪道路が開通し、交通利便性も向上し、周辺地域で開発が進

められるなど、当地区を取り巻く状況は大きく変化しつつあります。 

このため、当地区では、平成２２年に地権者一同で「星田駅北地区の将来を考え

る会」（以下「当会」と称します。）を設立し、今回が計画的なまちづくりを行う最

後の機会であるとの認識の下に、将来のまちのあり方や土地活用方策などについて

検討を重ね、交野市の協力を得て「まちづくり基本構想」を策定しました。 

今後、この構想を基本に、地権者の意向を踏まえてより具体的に検討を進め、ま

ちづくりの実現を目指すには、民間企業等の協力が必要不可欠です。事業手法とし

て土地区画整理事業を想定していますが、事業の進め方や土地の共同利用や有効活

用、農地の保全･集約、暮らしやすい住宅地の整備、各種施設の誘致等について、

現実的な事業計画を提案できる「事業協力者」を募集・選定し、当会とのパートナ

ーシップのもとに事業化を図ります。 

 この募集は、優れた企画力と事業推進能力をもつ民間企業等から、当地区におけ

る実現性の高いまちづくりの進め方および計画案等について提案をいただき、当会

にふさわしい事業協力者を選定するものです。 

  

※ 事業協力者とは 

  ・ 具体的で実現性の高い事業の進め方や計画を提案していただき、当会の相談相手と

して事業実現化方策の検討・協議を行っていただくものです。 

・ 当会と選定された事業協力者は対等な立場であり、信義誠実の原則に基づく協議の

結果、不調に終わった場合でも、互いに一切の罰則・補償等、何らの責も負わないも

のとします。 
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２．提案募集実施の概要 

 

 

２－１ 提案募集の名称 

・星田駅北地区事業化検討のための事業協力者の提案募集（以下「提案募集」

という）と称します。 

 

 

２－２ 主催者および問い合わせ先 

・主 催 者：星田駅北地区の将来を考える会 

 

・事務局：交野市役所都市計画課 

住 所：〒576-8501 交野市私部１丁目１－１ 

ＴＥＬ：072-892-0121（代） 内線521 

Ｅ-mailアドレス： tosi@city.katano.osaka.jp 

ホームページアドレス： http://www.city.katano.osaka.jp/soshiki/tosi/ 

 

※電子メールの場合は、事務局まで電話で送受信の確認をしてください。 

 

 

２－３ 提案を求めるもの 

○当会の区域全体（次頁参照、以下「対象区域」という。）を対象とした、「ま

ちづくり推進基本計画」を求めます。 

・ 原則として対象区域全体に土地区画整理事業を適用するものとし、事業の

進め方、事業協力業務の範囲と体制等を必ず明記してください。 

・ 当会が作成した「まちづくり基本構想」に沿った、商業･業務･流通施設等

の施設立地、住宅の立地、農地の集約･保全の方策などについて、できる限

り具体的な考え方を示してください。 

 



3 
 

■対象区域図 

 

 

星田駅北地区の将来を考

える会の区域＝対象区域 

第二京阪道路 

ＪＲ片町線 

星田駅 

交野市 

枚方市 

寝屋川市 
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２－４ 提案者要件 

 

○ 商業・業務、医療･福祉、教育施設等の誘致や住宅の立地および運営を含め

て、まちづくり事業全般のコーディネイト・事業推進ができる企業等または

複数の企業等で構成する企業体（以下「共同企業体」という。）とします。 

 

○ 検討が順調に進んだ場合、当会は土地区画整理準備組合に移行する予定で

あり、一括業務代行方式での事業推進を想定しているため、土地区画整理事業

を見据えたまちづくりについて理解のある企業等または共同企業体とします。 

当会と事業協力者が対等な立場でお互いが合意すれば、業務代行予定者とし

て協力していただくことを望んでおり、業務代行予定者公募における企業等選

定にあたっては、事業協力者としての実績を評価に加えます。 

 

○ 下記の①から③の要件をすべて満たすこととします。 

① 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当

しない者であること。 

② 会社更生法（平成14年法律第第154号）第17条の規定による更生手続、

または民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による再生手

続の開始の申立てがなされた場合は、更生計画の認可決定または再生計画

の認可決定がなされていること。 

③ 平成12年3月31日以前に民事再生法附則第2条による廃止前の和議法

（大正11年法律第72号）第12条第1項の規定による和議開始の申立て

をしていない者であること。 

 

共同企業体の場合は代表企業を明確にするとともに、各構成企業は上記①

から③の条件をすべて満たす企業とします。 
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２－５ 募集等のスケジュール 

 

募集要項および提供資料配付 平成26年6月25日（水）～7月4日（金） 

↓ 

現場説明会 平成26年7月9日（水） 

↓ 

質疑の受付 平成26年7月14日（月）～7月18日（金） 

↓ 

質疑への回答 平成26年8月1日（金）（予定） 

↓ 

提案申込 平成26年8月18日（月）～8月29日（金） 

↓ 

応募提案書類の提出 平成26年10月27日（月）～10月31日（金） 

↓ 

提案内容の発表・説明会 
平成26年11月12日（水）（予定） 

※ 詳細は別途通知します。 

↓ 

結果発表 平成26年11月下旬（予定） 
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３．応募の手続き 

 

３－１ 募集要項および提供資料の配付 

 期 間：平成２６年６月２５日（水）～７月４日（金） 

（土曜日、日曜日を除く平日の午前９時から午後５時まで。） 

○配付期間中に交野市役所都市計画課にて配付します。 

募集要項は、問い合わせ先ホームページにも掲載します。 

http://www.city.katano.osaka.jp/soshiki/tosi/ 

 

 

３－２ 現場説明会 

○募集要項の内容について、以下のとおり説明会を開催します。 

 日 時：平成２６年７月９日（水） 午後１時３０分から 

 会 場：〒５７６－８５０１  交野市私部１－１－１ 

    交野市役所別館 ３階 中会議室  

ＴＥＬ：０７２―８９２ ―０１２１ 

○参加者：１企業等につき３名まで参加可能ですので、説明会参加申込書【様式１】

を７月４日（金）午後５時までに問い合せ先まで持参するか、電子メー

ルにてお申込みください。（電子メールによる提出の場合は、問い合わ

せ先まで電話で送受信の確認をしてください。） 

なお、参加した企業等名は公表しません。 

○持参物：本募集要項および提供資料をご持参ください。 

 

 

３－３ 質疑受付期間および回答 

 期 間：平成２６年７月１４日（月）～７月１８日（金） 

○ 募集要項の内容に関する質疑等は、質問書【様式２】にまとめ、問い合わせ先

に持参するか、電子メールにて提出してください。（電子メールによる提出の場

合は、問い合わせ先まで電話で送受信の確認をしてください。） 

○ 電話または口頭による質疑は受け付けません。 

 

 質疑回答：平成２６年８月１日（金）（予定） 

○ 質疑に関する内容および回答（以下「質疑応答書」という。）は、現場説明会に参

加した全ての企業に郵送または電子メールで送付します。（質問者の名称等は公表し

ません。） 

 

 

３－４ 提案申込期間 

 期 間：平成２６年８月１８日（月）～８月２９日（金） 

（平日の午前９時から午後５時まで。） 

○ 応募する企業等または共同企業体は、上記の提案申込期間内に所定の提案申

込書【様式３】に必要事項を記載の上、問い合せ先まで持参するか、郵送にて申

込みください。 

郵送により申込される場合は、事前に問い合せ先まで連絡の上、配達証明郵便

にて申込期間内に必着としてください。 
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３－５ 応募提案書類の提出 

 期 間：平成２６年１０月２７日（月）～１０月３１日（金） 

（平日の午前９時から午後５時まで。） 

○ 問い合せ先まで持参するか、郵送にて提出してください。 

郵送により提出される場合は、事前に問合せ先まで連絡の上、配達証明郵便に

て提出期間内に必着としてください。 

また一旦提出された応募提案書類は原則として返却しません。 

 

 

３－６ 応募提案内容に関する発表・説明 

 日 時：平成２６年１１月１２日（水）午前９時３０分～午後４時の間 (予定) 

 会 場：〒５７６－８５０１  交野市私部１－１－１ 

    交野市役所別館 ３階 中会議室  

 

○ 当会役員および関係者に対してまちづくり推進基本計画の内容の発表・説明を

行っていただきます。発表・説明の方法は問いません。パワーポイント、スライ

ド等を利用される場合は事前に事務局まで連絡してください。 

  なお、当会会員に対して公開し、審査員以外の会員は傍聴のみとする予定です。 

○ 詳細については、各応募者（共同企業体の場合はその代表者）に改めて通知し

ます。 

 

 

３－７ 結果発表 

平成２６年１１月下旬（予定） 

○ 採用、不採用に係わらず、各応募者（共同企業体の場合はその代表者）に通知

します。 
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４．応募提案書の作成と留意点 

まちづくり推進基本計画提案書(以下「提案書」という。）を作成し、次に示す事項に

ついて記載してください。図面・写真等の使用は適宜とします。 

対象区域の立地、隣接する本市星田北地区や寝屋川市域でのまちづくりの状況および良

好な営農環境の保全等に配慮し、広域的・総合的な観点から事業を推進していくための提

案を求めます。 

 

①提案趣旨 

まちづくりの理念やコンセプト等を簡潔に示してください。 

 

②推進基本計画の説明 

○事業の進め方 

    ・ 事業の進め方に関する基本的な考えを示し、概ねの事業スケジュールを作成し 

てください。 

    ・ 事業協力が可能な業務の範囲を明記してください。 

    ・ 事業協力者としての体制について明記してください。 

    ・ 今後、参加・連携が考えられる企業等がありましたら、可能な範囲で示してく

ださい。 

   

   ○土地利用計画等 

当会作成のまちづくり基本構想（参考案含む。）と大差ない場合は、地区全体の

土地利用計画図の提出は求めません。独自の提案を行われる場合は、現地を確認の

うえ下記留意事項を踏まえ、実現性に配慮してください。 

・ 都市基盤整備の考え方、土地利用の内容と立地施設および住宅地等の事例や

イメージをわかりやすく示してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 農地保全や集約の考え方、営農環境の整備、農地とそれ以外の土地利用との共

存共栄方策や連携方法の考え方を示してください。 

 

 

 

 

 

留意点 ･ 各種施設立地方針についてはできる限り実現性のある提案を求めますが、

具体的には今後、当会の事業協力者として地権者の意向も踏まえつつ、よ

り詳細な検討を行うことを前提としてください。 

・施設導入については地元地権者および周辺住民にとっての利便性や雇用、

土地活用等にも配慮してください。 

・商業施設については隣接の星田北地区で検討されている大型商業施設との

機能分担に十分配慮してください。 

・幹線道路、公園については基本的にはまちづくり基本構想（参考案含む。）

に沿ったものとしてください。その他の公共施設については国・大阪府・

交野市の法令・条例・要綱等をふまえてください。また実際の計画・設計

においては交野市や関係機関と協議を経て決定するものとします。 

 

留意点：土地所有者を対象とした意向調査結果(平成２３年１１月) 

｢将来も農地として自己利用したい｣：約３割（面積割合） 
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・ 立地施設については、業種・業態、施設規模、経済条件（地代、買取価格など）、

利用期間、住宅戸数等の情報を、可能な範囲で具体的に提案または例示してくだ

さい。 
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５．応募提案書の提出等 

 

 

５－１ 提案書の仕様 

提案書は、Ａ３版用紙横を使用し、左綴じした簡易製本としてください。 

表紙には応募者の名称（共同企業体の場合は代表者名）を明記してください。 

 

 

５－２ 提案書提出部数および付属提出書類 

 

○提案書提出部数 Ａ３版 製本      20部 

 Ａ３版 原本       1部 

 電子データ（ＣＤ－Ｒ）  1枚 
  （ファイル形式は、Microsoft Word2010、Excel2010、 

  Adobe Reader11で読み取り可能なもの） 

○付属提出書類 

提案書の提出に併せて、下記の書類を１部提出してください。（該当する書類がな

い場合は、それに準じる書類で結構です。） 

・会社概要書 

・類似の事業実績の資料 

 

注意：共同企業体で応募する場合は、各社の役割分担を記した書類を提出することとし、

共同企業体を構成するすべての企業について上記提出書類を代表者がとりまとめ、

提出してください。 
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６．審査および決定 

 

６－１ 審査の方法 

審査は、当会の役員および行政関係者、学識経験者等で構成する審査会で行います。審査

会では、応募者から提案された内容について事業協力の姿勢、提案施設や土地利用内容等の魅

力や効果および実現性等の観点から総合的に審査します。 

 

（１）審査 

応募提案書類および発表・説明会での説明と質疑応答に基づき、提案内容を総合的

に評価し、一定基準をクリアする応募者を選考します。 

なお、審査会として必要な場合は応募者に対し別途質疑を行い、回答を求めること

があります。その場合は回答資料も含めて評価の対象とします。 

 

（２）専門家の意見聴取 

審査会は必要と認めるときは、応募提案内容に係る専門的事項に関し、第三者であ

る専門家の意見を聴取することがあります。 

 

（３）決定通知等 

審査会の選考結果を踏まえて当会は事業協力者１社を決定し、平成２６年11月中に

各応募者（共同企業体の場合は代表者）に文書で通知する予定です。 

なお、審査および決定に関する異議・問い合わせには一切応じません。 

 

６－２ 審査項目 

提案内容の評価の主な視点は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６－３ 失格事項 

① 期限内に応募提案書類を提出できない場合 

② 本要項に定める事項に違反した場合 

③ 故意に虚偽の記載をした場合 

④ 提案募集の開始日以降に審査会委員および当会役員に本提案募集に関連して接触した

場合 

⑤ その他、対象区域のまちづくりに不適当と認められた場合 

 
 

①「まちづくり基本構想」に沿った、コンセプトが示されているか。 

②事業を進めるにあたり、基本的な考え方等が整理され、また、地元や行政、その

他関係機関と十分な協力体制がとれるか。 

③「まちづくり基本構想」に沿った、実現性のある施設や機能が導入されている、

または、事業協力者として今後より詳細な検討が可能な内容であるか。 

④農地保全や集約の考え方、営農環境の整備など、農業に対する配慮がなされてい

るか。 

⑤商業・業務等の複合土地利用ゾーンに関する提案または例示について、現実性や

実現性があるか。 
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７．事業協力者決定後の取り組み予定 

 

① 対象区域において提案趣旨に沿った事業化を図るため、当会と選定された事業協力者

との間で互いが協力する旨の覚書を締結していただき、事業化に向けて具体的な検討お

よび協議を進めます。 

  

② 当会と選定された事業協力者は対等な立場であり、信義誠実の原則に基づく協議の結果、

不調に終った場合でも互いに一切の罰則・補償等、何らの責も負わないものとします。 

  当会から事業協力者に対して、事業推進にかかわる費用の立替等を求めることは決して

ありません。 

 

③ 現時点では、具体的な事業手法は確定していませんが、検討が順調に進めば、平成26

年度中に土地区画整理事業の準備組合を設立したいと考えています。 

 

④ 事業協力者が共同企業体であるとき、やむをえない事情がある場合、代表企業以外の

企業については、当会役員会の了承を得た上で、構成員の変更を認めることとします。

ただし変更後も２－４に示す提案者要件を欠くことはできません。 

  また事業協力者が１社である場合も、当会の了承を得たうえで共同企業体に変更し構成

員を追加することも認めます。この場合は当初の企業を代表企業とします。 

 

 

 

 

 

 

 

８．その他 

① 応募提案書類の作成等に要する費用は、すべて応募者の負担とします。 

② １企業等または１共同企業体は、提案募集において１案しか提出することができませ

ん。また、１企業等が共同企業体への参加を通じて、２つ以上の提案を行うことはできま

せん。 

③ 提案書の著作権は応募者に帰属します。ただし、主催者は提案募集の報告等のため、

必要な場合に提案書の内容を、応募者の承諾を経て無償で使用できるものとします。 
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（様式１） 

平成２６年  月  日 

星田駅北地区の将来を考える会 

会 長 和久田泰弘  様 

 

 

法人名 

代表者名 

担当者 所 属 名 

担当者名 

電話番号 

FAX番号 

E-mail 

 

 

 

 

 

説 明 会 参 加 申 込 書 

 

 

「星田駅北地区 事業化検討のための事業協力者の提案募集」に係る説明会へ参

加したいので、下記により申し込みます。 

 
 

 

法 人 名 

 

 

 

 

所 在 地 

 

 

 

所属名／参加者氏名 

(参加者代表を①に

記入すること。) 

①            ／ 

②            ／ 

③            ／ 

質疑応答書の 

送付方法 
郵送     メール 

（どちらか希望される方に、○をつけてください） 
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（様式２） 

平成２６年  月  日 

 

星田駅北地区の将来を考える会 

会 長 和久田泰弘  様 

 

所在地 

法人名 

担当者名 

電話番号 

FAX番号 

E-mail 

 

質 問 書 

 

「星田駅北地区 事業化検討のための事業協力者の募集」について、次のことに

ついて質問しますので回答ください。 

 

記 

 
１． 

 

 

２． 

 

 

３． 

 

 

 

注１：質疑事項は、できるだけ簡潔にまとめてください。 

注２：質問項目が不足した場合は、適宜用紙を添付してください。 
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（様式３） 

平成２６年  月  日 

星田駅北地区の将来を考える会 

会 長 和久田泰弘  様 

 

所在地 

申込者  法人名 

代表者名 

 

提 案 申 込 書 

 

「星田駅北地区 事業化検討のための事業協力者の募集」に応募したいので、下

記により申し込みます。 

 

 

 

記 

 
 
 

１ 

法人名称 

 
代表者 

氏 名 

 

所在地 

〒 

資本金 

 

主な業務内容 

  

（施設等の開発実績があれば記入）  

連 

絡 

先 

所属部署名 

 
担当者 

職氏名 

 

電話番号 

 

FAX番号 

 

◇申込企業等が２－４の提案者要件を満たさない場合および以下の項目に該当する場合は申

し込みできません。共同企業体の場合は、構成する全ての企業等が２－４の提案者要件を満

たすとともに、各社のうち 1 社でも以下の項目該当する場合は申し込みできません。 

１） 破産法第18条または第19条の規定による破産手続開始の申し立てがなされている企業である。 

２） 会社法第 514 条の規定による特別清算開始の命令がなされている企業である。 

３） 交野市が課税する市税を滞納している。 
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２ 

法人名称 

 
代表者 

氏 名 

 

所在地 

〒 

資本金 

 

主な業務内容 

 

（施設等の開発実績があれば記入） 

連 

絡 

先 

所属部署名 

 
担当者 

職氏名 

 

電話番号 

 

FAX番号 

 

◇申込企業等が２－４の提案者要件を満たさない場合および以下の項目に該当する場合は申

し込みできません。共同企業体の場合は、構成する全ての企業等が２－４の提案者要件を満

たすとともに、各社のうち 1 社でも以下の項目該当する場合は申し込みできません。 

１） 破産法第18条または第19条の規定による破産手続開始の申し立てがなされている企業である。 

２） 会社法第 514 条の規定による特別清算開始の命令がなされている企業である。 

３） 交野市が課税する市税を滞納している。 

３ 

法人名称 

 
代表者 

氏 名 

 

所在地 

〒 

資本金 

 

主な業務内容 

 

（施設等の開発実績があれば記入） 

連 

絡 

先 

所属部署名 

 
担当者 

職氏名 

 

電話番号 

 

FAX番号 

 

◇申込企業等が２－４の提案者要件を満たさない場合および以下の項目に該当する場合は申

し込みできません。共同企業体の場合は、構成する全ての企業等が２－４の提案者要件を

満たすとともに、各社のうち 1 社でも以下の項目該当する場合は申し込みできません。 

１） 破産法第18条または第19条の規定による破産手続開始の申し立てがなされている企業である。 

２） 会社法第 514 条の規定による特別清算開始の命令がなされている企業である。 

３） 交野市が課税する市税を滞納している。 

 


